
鳴門市教育大綱 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1条の３の規定に基づき、次のとおり

教育大綱を定める。 

この大綱の期間は、「鳴門市総合計画」との整合を図ることから、「第六次鳴門市総

合計画（計画期間・平成２４年度（２０１２年度）～令和３年度（２０２１年度））」

の最終年度である令和３年度（２０２１年度）とする。 

 

【基本理念】 

「ともに学び 育ち合う 共育
きょういく

のまち鳴門」 

家庭、学校、地域が、貴重な人材を一緒に育て、互いに成長するという基本的な認識

のもとで教育に取り組み、子どもたちが育ち、親が育ち、教師が育ち、教育に関わるす

べての人とまちが共に育つ「共育」を推進します。 

 

【施策の６つの柱】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)生涯学習環境の整備充実  
(2)子どもの将来の選択肢を拡げる学力向上 
(3)子どもの教育を受ける機会の確保 
(4)地域と連携した新たな教育課題への取組 
(5)国際理解教育、外国語教育の推進 
(6)読書活動と図書館づくりの推進 
 
 

 

「学ぶ喜び」 

を育む 

教育の推進 

(1)人権が尊重される社会実現に向けた人権教育推進   
(2)いじめの防止、早期発見と解決への取組 
(3)自他ともに命を大切にする教育の推進 
(4)道徳教育と青少年健全育成の推進 

 

「思いやりの心」 

を育む 

教育の推進 

 

(1)スポーツの振興と指導者の育成 

(2)安全で安心な学校給食の提供 

(3)学校給食を通じた地産地消と食育の推進 

(3)  

「健やかな身体」 

を育む 

教育の推進 

(1)郷土を愛し豊かな人間性を育む教育の推進 

(2)地域の誇る史実を継承する教育の推進 

(3)文化財の保護、活用と次世代への継承 

 

「郷土への愛着」 

を育む 

教育の推進 

(1)安全で快適な教育環境の整備と防災安全教育の推進 

(2)開かれた学校づくりと教育の質の向上 

(3)学校の適正規模、適正配置の推進 

(4)子ども子育て支援新制度に則した就学前教育の推進 

(5)教育のネットワークづくりの推進 

 

「まちぐるみ」 

で取り組む 

教育の推進 
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鳴門市教育大綱の解説 

 

【施策の６つの柱】 

１ 「学ぶ喜び」を育む教育の推進 

(1) すべての人が生きがいをもって豊かな人生を送れるよう、自由に学習する

機会を選択し、自ら進んで学び、学習の成果を地域社会で活かすことができ

る環境づくりに努める。 

(2) 子どもたちが変化の激しい社会を生きていくための基礎を培い、将来の選

択肢を拡げ、生涯にわたって学ぶ喜びを実感できるよう、自ら学び考える学

習や多様な体験活動を通じて、学力の向上を推進する。 

(3)  家庭の経済状況にかかわらず、すべての子どもが希望する質の高い教育を

受ける機会の確保と教育環境の整備を行う。 

(4) 鳴門教育大学をはじめ、地域住民や企業、各種団体との連携のもと、保幼

小中学校の連携、小中一貫教育やグローバル化に対応した教育、キャリア教

育など、新たな教育課題に取り組む。 

(5) 豊かな国際感覚とコミュニケーション能力を身につけた「世界にはばたく

鳴門の子ども」の育成をめざし、発達段階に応じた国際理解教育や外国語教

育を推進する。 

(6) 読書の意義や重要性を認識し、家庭、学校、地域において、読書活動推進

の気運を醸成し、あらゆる人にとって利用しやすい図書館づくりを進める。 

 

２ 「思いやりの心」を育む教育の推進 

(1) すべての人の基本的人権が尊重される社会の実現に向けて、人権教育を推

進する。 

 (2) いじめは絶対に許されないという認識のもと、関係者が一体となって、い

じめの防止、早期発見と解決に取り組む。 

(3) 命を大切にする教育を推進し、自分も他人も共によりよく生きようとする

心をもった子どもの育成に努める。 

(4) 子どもが豊かな人間性をはぐくみ、心身ともに健やかに成長し、社会とか

かわりながら高い規範意識や公共心、道徳心を持てるよう、道徳教育や青少

年健全育成を推進する。 

 

(1)充実した豊かな学びを実現するための教育環境の整備 

(2)新しい学習指導要領に基づく学校教育の推進 

(3)非常時においても学びを止めない教育環境の構築 

(4)学校・家庭・地域総がかりの学校づくりへの取組 

(5)社会情勢の変化に対応し活躍する人材の育成 

(6)地域や小学校との連携による就学前教育・保育の充実 

 

 

「新たな時代」 

に対応する 

教育の推進 
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３ 「健やかな身体」を育む教育の推進 

(1) すべての人が、それぞれの体力や年齢、技術、興味・目的に応じて「いつ

でも、どこでも、いつまでも」スポーツに親しむことができる生涯スポーツ

社会の実現をめざし、各種団体と連携を図りながら、指導者の育成や生涯ス

ポーツ・競技スポーツの振興を推進する。 

(2) 子どもたちの心身の健全な発達と食に関する正しい理解と適切な判断力を

養うため、安全で安心な学校給食を提供する。 

(3) 子どもたちが身近な地域の自然や食文化、産業等について学べるよう、鳴

門の特産物を使った料理や、郷土料理を学校給食の献立に取り入れるなど、

地産地消と食育を推進する。 

 

４ 「郷土への愛着」を育む教育の推進 

(1) 身近な地域の自然や歴史、文化、伝統産業に親しむことにより、自らが暮

らす地域をよく知り、郷土を愛し大切にする心や誇りに思う心、豊かな人間

性を育む教育を推進する。 

(2) 板東俘虜収容所におけるドイツ人捕虜と地域住民との友愛の歴史を学び、

本市の誇りとして、史実を後世へ引き継ぐことができる教育を推進する。 

(3) 貴重な共有財産として地域で育まれ伝えられてきた文化財の保護と活用を

進め、地域住民とともに次世代に継承することができる環境整備を推進する。 

 

５ 「まちぐるみ」で取り組む教育の推進 

(1) 子どもたちが安全で快適な教育環境で学習できる学校施設の整備に努め、

家庭や地域と連携しながら、学校防災や危機管理の充実を図る。 

(2) 学校評価や学校評議員制度の充実を通じて、教育に関する情報を広く提供

し、教育行政や学校、幼稚園での教育活動について、家庭や地域に対する説

明責任を果たしつつ、評価に基づく改善を行い、教育の質の向上を図る。 

(3) 児童生徒数が減少するなか、子どもたちに将来にわたって望ましい教育環

境を提供するため、学校の適正規模や適正配置について検討を進める。 

(4) すべての子育て家庭を支援する「子ども・子育て支援新制度」に則り、就

学前教育を推進する。 

(5) 本市教育の振興のため、学校、家庭、地域それぞれが主体的に教育活動に

取り組み、相互に連携、協働しながらより効果的に機能するためのネットワ

ークづくりを支援する。 

 

６ 「新たな時代」に対応する教育の推進 

(1) 「GIGA スクール構想」に基づく児童生徒への１人１台端末の整備や特別教

室への空調整備など、子どもたちが充実した豊かな学びを実現するための教

育環境の整備を進める。 

(2) 新しい学習指導要領に基づき、外国語教育の充実やプログラミング教育の

導入を推進することで、子どもたちが時代の変化に対応し、能動的に学習す

る「主体的・対話的で深い学び」を実践できるように努める。 
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(3) 学校における新型コロナウイルス感染対策として「学校の新しい生活様式」

を遵守するとともに、「フェーズフリー」の概念を学校教育にも導入すること

で子どもたちの災害対応力の向上を図るほか、ICT の活用による家庭でのオン

ライン学習環境の整備にも取り組み、非常時においても学びを止めない教育

環境を構築する。 

(4) 学校・家庭・地域が総がかりで当事者意識をもって学校づくりに取り組む

ための仕組みである「コミュニティ・スクール（学校運営協議会）」を小中学

校に導入し、学校と地域が目標やビジョンを共有し、一体となって地域の子

どもたちを育むことで、地域の絆を強め、地域づくりの担い手を育てていく

ことを目指す。 

(5) 社会・経済の高度情報化やグローバル化が進行する中で、「SDGs」（※１）の達

成に向けた持続可能な社会づくりを担い、「Society5.0」（※２）の構築に寄与す

ることのできる知識や能力を身に付け、社会情勢の変化に柔軟に対応し、活

躍する人材の育成を図る。 

(6) 幼児教育の無償化により、各家庭の経済状況に関わらず、すべての子ども

たちが就学前教育・保育を受けることができる環境に大きく近づいたことを

踏まえ、市内の就学前施設と地域や小学校との連携をさらに深化させること

により、子どもたちの発達や「学びの連続性」を保障する質の高い就学前教

育・保育を実現する。 

 

 

（※１）「SDGs（持続可能な開発目標）」 

持続可能な世界を実現するための 17 のゴール（国際目標）と 169 のターゲット（達

成基準）から構成される、国連サミットで採択された 2030 年までの国際社会共通の

目標。 

（※２）「Society5.0（ソサエティー5.0）」 

仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解

決を両立する人間中心の社会（Society）と定義される、「第５期科学技術基本計画」

において日本が提唱する未来社会のコンセプト。 

 


